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2018年7月5日に、企業会計審議会より監査基準の
改訂に関する意見書（以下、監査基準）が公表され、監
査基準の改訂が行われました。この改訂では、国際的
な動向を踏まえつつ、わが国の監査プロセスの透明性
を向上させる観点から、監査報告書において監査上の
主要な検討事項（KAM：Key Audit Matters）の記載
が求められました。本稿では、監査基準の主要な改訂
項目である監査上の主要な検討事項について、日本公
認会計士協会から公表された監査基準委員会報告書及
び監査基準委員会研究報告「監査報告書に係るQ&A」
（公開草案）を参考に、監査上の主要な検討事項の決定
プロセス、記載内容、開示との関係及び被監査会社との
コミュニケーションのポイントについて解説します。

Ⅰ　はじめに

監査人は、監査役等とのコミュニケーションを行っ
た事項の中から、財務諸表の監査において監査人が特
に注意を払った事項を決定します。その中から、職業
的専門家として特に重要であると判断した事項を監査
上の主要な検討事項として決定します。このプロセス
をまとめると＜図1＞の通りとなります。
特に注意を払った事項の決定において、①特別な検
討を必要とするリスクが識別された事項、または重要
な虚偽表示のリスクが高いと評価された領域②見積り
の不確実性が高いと識別された会計上の見積りを含む、
経営者の重要な判断を伴う財務諸表の領域に関連する
監査人の重要な判断③当年度において発生した重要な
事象又は取引が監査に与える影響等を考慮します。監
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▶図1　監査上の主要な検討事項の決定プロセス
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特に注意を払った事項の決定に当たって以下の項目等を考慮
①特別な検討を必要とするリスク又は重要な虚偽表示のリスクが高いと評価された領域
②見積りの不確実性が高いと識別された会計上の見積りを含む、経営者の重要な判断を
伴う財務諸表の領域に関連する監査人の重要な判断

③当年度において発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響

監査上の主要な検討事項
特に重要であるかどうかは、当該監査における相対的な重要性に基づいて決定する。

出典：監査基準委員会研究報告「監査報告書に係るQ&A」（公開草案）Q2-2
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査役等とコミュニケーションを行った事項には、この
①から③に該当しない項目も含まれ、そのような項目
が特に注意を払った事項になることがあります。例え
ば、監査人は、監査基準委員会報告書265「内部統制
の不備に関するコミュニケーション」に従って、監査
の過程で識別した重要な不備を書面により監査役等に
報告することが求められています。また、監査人は、監
査基準委員会報告書450「監査の過程で識別した虚偽
表示の評価」に従って、識別した未修正の虚偽表示の
内容とそれが個別に又は集計して監査意見に与える影
響について、監査役等に報告することも要求されてい
ます。これらのコミュニケーション事項についても、
監査上の主要な検討事項を選定する際の母集団に含ま
れることになります。
監査上の主要な検討事項は、特に注意を払った事項
の中から職業的専門家の判断によって決定されますが、
その際の考慮事項は以下の通りです（監査基準委員会
報告書701「独立監査人の監査報告書における監査
上の主要な検討事項の報告」（以下、監基報701）第
A29項）。

監査上の主要な検討事項は、個々の監査業務におけ
る相対的な重要性によって決定されます。従って、同
じ業種に属する企業間でも、その複雑性、特定の事象

の発生状況によっては異なる項目が監査上の主要な検
討事項となることもあります。また、同じ企業であっ
ても、監査上の主要な検討事項は、過年度と同じこと
もあれば、変化する場合もあります。企業を取り巻く
環境や規制などの外部要因、あるいは企業の事業内
容、規模及び業績を含む内部要因に重要な変化がない
のであれば、監査上の主要な検討事項は過年度と同じ
項目になる傾向が強くなります。一方、外部要因又は
内部要因に重要な変化がある場合には、監査人が注意
を払う領域に変化が生じ、結果として監査上の主要な
検討事項は変化することが想定されます。
さらに、監査上の主要な検討事項の個数ですが、特
段の目安は設けられていません。ただし、上記の決定
プロセスの通り、個数はある程度必然的に絞られてい
くことが想定されます。監基報701第A30項に記載
のとおり、監査上の主要な検討事項として選定された
項目が多い場合は、監査において特に重要でない項目
が含まれている可能性があるため、本当に監査上の主
要な検討事項に該当するかどうか、再度慎重に検討す
ることが必要となります。

個々の監査上の主要な検討事項については、①関連
する財務諸表における注記事項がある場合は、当該注
記事項への参照②個々の監査上の主要な検討事項の内
容③財務諸表監査において特に重要であるため、当該
事項を監査上の主要な検討事項に決定した理由、及び
④当該事項に関する監査上の対応の記載が要求されて
います（監基報701第12項）。監査報告書における記
載のイメージは＜記載例1＞の通りです。
記載に当たっては、想定される財務諸表の利用者が
理解できるように簡潔に記載することが想定されてい
ます（監基報701第A34項）。ただし、個々の会社の
監査に固有の情報を記載するためには、ある程度の詳
細さを伴った具体的な記載が必要となります。

• 想定される財務諸表の利用者による財務諸表の
理解にとっての重要性

• 当該事項に関する会計方針の特性、又は同業他
社と比較した場合の、経営者による会計方針の
選択における複雑性又は主観的な判断の程度

• 当該事項に関連して虚偽表示が識別された場合
の、その内容及び金額的又は質的な重要性

• 専門的な技能や知識の必要性の程度
• 監査チームが実施した専門的な問い合わせの内容
• 関連する監査証拠の入手の難易度
• 関連して識別された内部統制の不備の程度
• 関連する複数の監査上の考慮事項を含んでいる
かどうか

Ⅲ　監査上の主要な検討事項の記載内容

○○○○（監査上の主要な検討事項の見出し及び該当する場合には財務諸表の注記事項への参照）

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

…………（監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由の内容を記
載する）…………。

…………（監査上の対応を記載する）…………。

出典：監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正について

▶記載例1
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例えば、監査上の主要な検討事項の決定理由の記載
において、監査証拠の入手可能性に影響を与えた経済
情勢、企業ならびに産業における特有の事象の内容、
企業の戦略又はビジネスモデルの変更など、監査人が
特に重要であるかどうかの検討時に考慮した事項を説
明することは、利用者にとって、監査人の判断の背
景が理解でき、有用と考えられます（監基報701第
A45項）。また、監査上の対応については、実施した
手続きを網羅的に記載するのではなく、個々の企業の
当期の状況に合わせて採用した監査アプローチの特徴
的な面を記載すること（監基報701第A48項）が想
定されています。監査基準委員会研究報告「監査報告
書に係るQ&A」（公開草案）には、これらの留意点を踏
まえた記載例が記載されています（＜記載例2＞参照）。
この記載例では、監査上の主要な検討事項の対象と
なっている領域や金額が特定されています。記載例の
ように、対象領域や金額を特定することによって、財
務諸表の利用者に監査の重点を適切に伝えることがで
きます。また対象範囲が例えば勘定残高全体なのか、
その一部分なのかを明確にすることができ、利用者に
よる影響度に関する誤解を避けることができます。ま
た、経営者が用いている重要な仮定を具体的に記載す
ることにより、どのような要素がポイントになってい
るか利用者が理解できるようになります。さらに、特
定されたポイントに対する監査上の対応を具体的に記
載することにより、監査人が実施した重要な要素に対
する手続を伝えることができ、利用者にとって有用な
情報を提供することができます。
ただし、記載内容の検討に当たっては、経営者とコ
ミュニケーションを行いながら決定していくことがそ
のプロセスにおいて重要となります（後述参照）。

企業に関する情報を開示する責任は経営者にあり、
監査人による監査上の主要な検討事項の記載は、経営
者による開示を代替するものではありません。従っ
て、監査人が監査上の主要な検討事項を記載するに当
たり、企業に関する未公表の情報を含める必要がある
と判断した場合には、経営者に追加の情報開示を促す
とともに、必要に応じて監査役等と協議を行うこと
が適切とされています（監査基準前文）。なお、監基報
701第A35項に記載の通り、企業に関する未公表の
情報は、企業によって公にされていない当該企業に関
する全ての情報をいいます。企業に関する未公表の情
報には、例えば、有価証券報告書又は事業報告書に含
まれている情報や、決算発表又は投資家向け説明資料
等により、企業が口頭又は書面により提供している情
報等は企業によって公にされている情報であるため、
企業に関する未公表の情報には含まれません。
財務諸表の注記について、監査上の主要な検討事項
を監査報告書に記載することを理由に、監査人から会
社に対して財務諸表における注記の拡充が求められる
のではないかという懸念が生じます。監査人は、監査
上の主要な検討事項として決定した理由及び監査上の
対応について記載するに当たり、会社の未公表の情報
を含める必要があると判断した場合には、財務諸表利
用者が財務諸表を適切に理解するための情報が十分に
提供されているかどうかという観点から、経営者に対
して追加の情報開示を促すとともに、必要に応じて監
査役等と協議を行うことが適切となります。仮に、経
営者が財務諸表に追加情報の注記は必要ないと判断し
た場合に、監査人は財務報告の枠組みに照らして、追
加情報の注記がなくとも財務諸表が適正表示を達成し

Topics

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

貸借対照表に計上されているのれん（残高××百万円）には、○○
○に関連するのれん（××百万円）が含まれており、総資産の×
×％を占めている。当該のれんの減損テストに必要な将来キャッ
シュ・フローの見積りには、収益予想に影響を及ぼす○○○の市場
成長率の見込、既存顧客に関する定着率の推移見込、…………、及
び割引率などの重要な仮定が用いられており、経営者の判断により
重要な影響を受けるため、監査上の主要な検討事項に該当するもの
と判断した。

将来キャッシュ・フローの見積りに経営者が用いた重要な仮定につ
いて、以下の検討を実施した。
• ○○○の市場成長率については、外部の複数の機関が公表している
データと比較した。

• 既存顧客の定着率の推移見込については、過去の実績に基づく分析
を行うとともに、今後の新規参入動向等を含む○○○の将来動向
について、○○○が属するセクターの複数の専門家のレポートを
参考に、監査人の予測との比較を行った。

出典：監査基準委員会研究報告「監査報告書に係るQ&A」（公開草案）Q2-9

▶記載例2

Ⅳ　監査上の主要な検討事項と企業による
　　開示との関係
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ているかどうかを判断しなければなりませんが、適正
表示を達成していると判断したときは、経営者に対し
て、監査上の主要な検討事項を監査報告書に記載する
ことを理由として注記の拡充を強要することはできま
せん。このように、監査人及び経営者は、適用される
財務報告の枠組みに照らして、財務諸表の適正表示が
達成されているかどうか（つまり、財務諸表の適切な
理解のために追加情報として注記が必要でないかどう
か）という観点からの検討が、これまで以上に必要に
なると考えられます。
また、監査基準の前文に、監査人は、監査上の主要
な検討事項の記載により企業又は社会にもたらされる
不利益が、当該事項を記載することによりもたらされ
る公共の利益を上回ると合理的に見込まれない限り、
監査上の主要な検討事項として記載することが適切で
あるとの記載があります。監査上の主要な検討事項は、
実施された監査に関する透明性を高めることにより、
監査報告書の情報伝達手段としての価値を向上させる
というものであり、これは公共の利益に資するものと
考えられます。この公共の利益を上回る不利益は極め
て限定的となります。例えば、監査上の主要な検討事
項を報告することで、企業の株価や資金調達への影響
が懸念されるような場合は公共の利益を上回る不利益
に含まれるかどうかが論点となります。この点、本来、
企業情報の開示制度の趣旨を鑑みると、株価や資金調
達に与えるような企業情報は、会社が財務諸表やその
他の開示を通じて投資家等の利害関係者に伝達するこ
とが想定されていると考えられ、株価や資金調達に与
える影響は、監査上の主要な検討事項の記載による公
共の利益と比較する不利益には含まれないと考えられ

ます。

監査上の主要な検討事項は、監査報告書の記載事項
であるものの、監査の最終段階で決定し監査役等とコ
ミュニケーションを行えばよいというものではありま
せん。前述の通り、監査人は監査役等とコミュニケー
ションを行った事項を基礎として監査上の主要な検討
事項を決定することになり、また、当該事項について
監査役等とコミュニケーションを行うことになります
（監基報701第8項、第9項及び第16項）。このように、
監査の過程を通じて経営者及び監査役等と協議した監
査上の重要事項が監査上の主要な検討事項の候補とな
ることが考えられるため、経営者及び監査役等との適
時のコミュニケーションを行うことが有用となります。
具体的なコミュニケーションの時期については、
個々の状況によりさまざまとなりますが、できる限り
監査の早い段階から経営者及び監査役等に監査人の見
解を伝達することが必要となります。特に、監査上の
主要な検討事項の実務が定着するまでは、監査上の主
要な検討事項の決定理由や監査人の対応の記載内容に
関する検討、経営者及び監査役等との協議に相応の時
間を要することが見込まれます。
このような状況を考慮すると、通常は監査計画の段
階から、経営者及び監査役等と監査上の主要な検討事
項に関するコミュニケーションを実施することが適切
となると考えられます（＜図2＞参照）。

Ⅴ　被監査会社とのコミュニケーションについて

▶図2　監査役等とのコミュニケーション

監査契約の締結
監査計画　
リスク評価

監査手続の実施 監査意見の形成 監査報告書の作成

契約条件の確認
• KAMが適用になるか
否かの確認

監査計画の概要
• KAMの候補となる項
目について協議

• KAMの候補となる項
目の財務諸表又はその
他の方法による開示状
況について協議

• コミュニケーションの
頻度、日程、方法等に
ついて確認

随時
• KAMの候補となる項
目（項目の変動の有無
を含む）について、状
況の確認＆協議

• 財務諸表又はその他の
方法による会社の開示
状況について協議

重要事項の報告
• 実施した手続の結果を踏まえ、KAMに該当する
事項について協議

• 監査報告書に記載するKAMの草案について協議
• 財務諸表又はその他の方法による開示状況につ
いて協議

出典：監査基準委員会研究報告「監査報告書に係るQ&A」（公開草案）Q2-18
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